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午後 １時３０分 開 会 

〇坂本信康議長 ただいまから、令和７年７月甲府地区広域行政事務組合議会臨時会を

開会いたします。これより本日の会議を開きます。報告事項を申し上げます。本臨時会

に提出する議案につき、管理者から通知がありました。提出議案は、議事日程記載の日

程第５ 議案第１１号から日程 第９議案第１５号でありますので、朗読を省略いたし

ます。 

次に、管理者から議会に報告すべき事項であります。報第１号、報第２号が提出され

ました。お手元に配布いたしてあります報告事項により、御了承願います。 

次に、お手元に配布いたしました甲府地区広域行政事務組合議会構成新旧対照表をご

覧ください。甲府市選出組合議会議員のうち、山田厚議員、木内直子議員、末木咲子議

員、深沢健吾議員、堀とめほ議員、中嶌寿議員、橘田大洋議員は、６月２０日、一身上

の都合により辞職されました。これに伴いまして、同日の甲府市議会において、新たに、

金丸三郎議員、長沼達彦議員、清水英知議員、小澤浩議員、鮫田光一議員、依田勝見議

員、清水一成議員が選出され、本組合議会議員となりました。 

また、昭和町選出組合議会議員のうち、小林耐三議員、今村力議員は、５月２日、一

身上の都合により辞職されました。これに伴いまして、昭和町議会臨時会において、新

たに、長田信夫議員、海野豊議員が選出され、本組合議会議員となりました。 

次に、議会運営委員会委員につきましては、甲府市議会選出の藤原伸一郎議員より辞

任願が提出されたことから同日許可し、後任として鮫田光一議員を指名しました。 

また、昭和町議会選出委員が欠員となったことから昭和町議会から選出された海野豊

議員を議会運営委員会委員に指名しましたので御報告いたします。 

それでは、今回、新たに甲府地区広域行政事務組合議会議員に就任されました方々を、

事務局より紹介させます。 

 萩原事務局次長。 

〇萩原事務局次長 それでは、御紹介をさせていただきます。お名前を呼ばれた議員は、

御起立し、一礼をお願いいたします。 

金丸三郎議員。 

〇金丸三郎議員 よろしくお願いいたします。 

〇萩原事務局次長 長沼達彦議員。 
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〇長沼達彦議員 よろしくお願いいたします。 

〇萩原事務局次長 清水英知議員。 

〇清水英知議員 よろしくお願いいたします。 

〇萩原事務局次長 小澤浩議員。なお、小澤浩議員におきましては、本日おりませんの

で、お名前のみの御紹介とさせていただきます。 

鮫田光一議員。 

〇鮫田光一議員 よろしくお願いいたします。 

〇萩原事務局次長 依田勝見議員。 

〇依田勝見議員 よろしくお願いいたします。 

〇萩原事務局次長 清水一成議員。 

〇清水一成議員 よろしくお願いいたします。 

〇萩原事務局次長 長田信夫議員。 

〇長田信夫議員 よろしくお願いいたします。 

〇萩原事務局次長 海野豊議員。 

〇海野豊議員 よろしくお願いいたします。 

〇萩原事務局次長 以上でございます。 

〇坂本信康議長 次に、４月の人事異動によりまして、新たに就任した職員もおります

ので、組合職員から自己紹介したい旨の申し出がありましたので、この際、発言を許し

ます。 

〇宮川事務局長 事務局長の宮川でございます。よろしくお願いいたします。 

〇長谷川消防長 消防長の長谷川でございます。よろしくお願いいたします。 

〇渡邉会計管理者 会計管理者の渡邉でございます。よろしくお願いいたします。 

〇芦沢副消防長 副消防長の芦沢でございます。よろしくお願いいたします。 

〇林次長兼人事課長 次長兼人事課長の林でございます。よろしくお願いいたします。 

〇今村次長兼企画財政課長 次長兼企画財政課長の今村でございます。よろしくお願い

いたします。 

〇窪田次長兼南消防署長 次長兼南消防署長の窪田でございます。よろしくお願いいた

します。 

〇早川中央消防署長 中央消防署長の早川でございます。よろしくお願いいたします。 
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〇小幡西消防署長 西消防署長の小幡でございます。よろしくお願いいたします。 

〇水上総務課長 総務課長の水上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇佐藤指令課長 指令課長の佐藤でございます。よろしくお願いいたします。 

〇米山予防課長 予防課長の米山でございます。よろしくお願いいたします。 

〇落合警防課長 警防課長の落合でございます。よろしくお願いいたします。 

〇功刀救急救助課長 救急救助課長の功刀でございます。よろしくお願いいたします。 

〇遠藤査察課長 査察課長の遠藤でございます。よろしくお願いいたします。 

〇萩原事務局次長 事務局次長の萩原でございます。よろしくお願いいたします。 

〇坂本信康議長 次に、欠席者の報告を申し上げます。今期、本組合議員に選任されま

した小澤浩議員と伊藤昌弘副管理者は一身上の都合により、また、佐藤睆代表監査委員

は、公務のため、欠席する旨の届出がありました。以上で報告を終わります。 

議会における発言につきましては、議案の範囲の中での発言をお願いし、円滑な議事

進行に御協力をお願いいたします。 

これより日程に入ります。日程第１ 議席の指定を行います。議席は、会議規則第３

条第２項の規定により、議長において指定いたします。議席番号と氏名を事務局に朗読

させます。 

萩原事務局次長。 

〇萩原事務局次長 それでは、朗読させていただきます。１番金丸三郎議員、４番長沼

達彦議員、５番清水英知議員、６番小澤浩議員、９番鮫田光一議員、１０番依田勝見議

員、１２番清水一成議員、２３番長田信夫議員、２４番海野豊議員、以上でございます。 

〇坂本信康議長 ただいま、朗読したとおり議席を指定いたしました。次に日程第２ 

議席の一部変更を議題といたします。今回、新たに選出されました議員の方々の議席の

指定に関連し、議席の一部変更をいたしたいと思います。その議席番号と氏名を事務局

に朗読させます。 

萩原事務局次長。 

〇萩原事務局次長 それでは、朗読させていただきます。議席番号６番小沢宏至議員を

７番に、１２番岡田真姫議員を１１番に変更といたします。以上でございます。 

〇坂本信康議長 お諮りいたします。ただいま朗読したとおり、議席の一部を変更する

ことに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇坂本信康議長 御異議なしと認めます。よって、ただいま朗読したとおり、議席の一

部を変更することに決しました。 

ここで、暫時休憩いたします。 

午後 １時４０分 休 憩 

午後 １時４５分 再 開 

〇内藤久歳副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。休憩中、坂本議員から議長の辞

職願が提出されました。お諮りいたします。この際、議長辞職について日程に追加し、

議題とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇内藤久歳副議長 御異議なしと認めます。よって、議長辞職について日程に追加し、

議題とすることに決しました。議長辞職について、議題といたします。 

まず、辞職願を朗読させます。 

 萩原事務局次長。 

〇萩原事務局次長 それでは朗読させていただきます。 

令和７年７月２２日 

甲府地区広域行政事務組合 議会 副議長 内藤 久歳 様 

甲府地区広域行政事務組合 議会 議長 坂本 信康 

辞職願 

このたび一身上の都合により、議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。 

以上でございます。 

〇内藤久歳副議長 お諮りいたします。坂本信康議員の議長辞職を許可することに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇内藤久歳副議長 御異議なしと認めます。よって、坂本信康議員の議長辞職を許可す

ることに決しました。 

 坂本信康議員の入場を求めます。 

（坂本信康議員 入場） 

〇内藤久歳副議長  
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坂本信康議員から議長退任の挨拶をしたい旨の申し出がありましたので、これを許し

ます。 

 坂本信康議員。 

（坂本信康議員 登壇） 

〇坂本信康議員 退任にあたりまして、一言挨拶を申し上げます。昨年の７月組合議会

臨時会におきまして、皆様に御推挙いただき、議長の要職に就かせていただきました。

本日まで、関係各位の皆様方には、御理解と御協力をいただきまして、おかげさまで大

過なく、全うすることができました。心より厚く御礼を申し上げます。 

最近は、トカラ列島地震をはじめ大規模災害が頻発、激甚化しております。これから

もなお一層、消防力の強化が必要となっておりますので、今後は、一議員として広域行

政の発展に尽力していきたいと思っております。 

結びに改めて、皆様の御協力に心より感謝申し上げるとともに、甲府地区広域行政事

務組合議会がますます発展を御祈念申し上げ、退任の挨拶とさせていただきます。 

１年間ありがとうございました。（拍手） 

〇内藤久歳副議長 ただいま、議長が欠員となりました。お諮りいたします。この際、

議長選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇内藤久歳副議長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 

これより議長選挙を行います。お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方

自治法第１１８条第２項の規定により指名推選によりたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇内藤久歳副議長 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選によるこ

とに決しました。 

重ねてお諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいた

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇内藤久歳副議長 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決し

ました。第４９代議長に長沼達彦議員を指名いたします。 
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お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました長沼達彦議員を議長の当

選人と定めることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇内藤久歳副議長 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました長沼達

彦議員が、第４９代議長に当選されました。 

ただいま、議長に当選されました長沼達彦議員が議場におられますので、本席から会

議規則第２７条第２項の規定により告知いたします。長沼達彦議員の発言を求めます。 

長沼達彦議員。 

（長沼達彦議員 登壇） 

〇長沼達彦議員 ただいま指名推選をいただき、議員の皆様の御承認によりまして、歴

史ある甲府地区広域行政事務組合議会の議長に就任することになりました長沼でござい

ます。今片目が白内障でほとんど見えないものですから、８月末には手術をする予定で

す。非常に名誉に感ずるとともに、その責任の重大さを痛感しているところでございま

す。 

甲府地区広域行政事務組合は、３市１町がともに力を合わせ、消防業務を中心といた

しまして様々な事業を展開し、圏域の皆様の生命と財産を守りながら、均衡ある発展と、

住民福祉の一層の向上に努めてまいりました。 

議長の職の重さを心に刻みながら、圏域の皆様の付託に応える議会でありますように、 

そして圏域住民の福祉の向上と安全・安心な圏域創りのため、誠心誠意、努力をする所

存でございます。 

今後におきましては、議員の皆様また当局の皆様の御支援、御協力を賜りますようお

願い申し上げまして、就任の挨拶とさせていただきます。 

よろしくお願い申し上げます。（拍手） 

〇内藤久歳副議長 長沼達彦議員、議長席にお着き願います。 

（内藤久歳副議長 自席） 

（長沼達彦議長 議長席） 

〇長沼達彦議長 ただいまより、議会運営にあたらせていただきます。それでは議事に

入ります。日程第３ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員には会議規則

第１３５条の規定により、岡田真姫議員、長田信夫議員を指名いたします。 
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次に、日程第４ 会期決定について議題といたします。お諮りいたします。今臨時会

の会期は本日１日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇長沼達彦議長 御異議なしと認めます。よって会期は、本日１日間とすることに決し

ました。 

次に、日程第５ 議案第１１号から日程第９ 議案第１５号までの５案を一括議題と

いたします。管理者から提案理由の説明を求めます。 

樋口雄一管理者。 

（樋口雄一管理者 登壇） 

〇樋口雄一管理者 本日の組合議会臨時会に提案いたしました案件につきまして、御説

明申し上げます。 

まず、議案第１１号専決処分については、令和７年２月１２日、甲府市上石田一丁目

地内で発生した本組合職員の公務中の物損事故に関し、和解し、損害賠償の額を決定し

たものであります。 

次に、議案第１２甲府地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例及び甲府地区広域行政事務組合職員の育児休業に関する条例の一部を改正する条例

制定については、仕事と生活の両立支援の拡充を図るため、妊娠、出産等についての申

出をした職員に対する措置等を定めるとともに、部分休業に係る所要の改正を行うため

の一部改正であります。 

次に、議案第１３号財産の取得については、高度救命処置用資機材を積載した高規格

救急自動車３台を購入するについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

次に、議案第１４号工事請負契約の締結については、（仮称）山梨県国中消防共同指

令センターを整備するための工事請負契約を締結するについては、甲府地区広域行政事

務組合の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により、議会の議決を求めるものであります。 

次に、議案第１５号公平委員会委員の選任については、本組合の公平委員会委員のう

ち、名執忠義が本年７月１５日をもって満了したので、後任として花形敏男を選任する

については、地方公務員法第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求めるもので
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あります。 

以上が、本日提案いたしました案件の大要であります。御審議のうえ、御協賛賜りま

すようお願い申し上げまして説明を終わります。 

〇長沼達彦議長 管理者からの説明は終わりました。ここで暫時休憩いたします。 

午後 １時５７分 休 憩 

午後 ２時３５分 再開議 

〇長沼達彦議長 休憩前に引き続き会議を開きます。これより、ただいま議題となって

おります議案のうち、日程第５ 議案第１１号について質疑に入ります。 

質疑はありませんか。―――質疑なしと認めます。 

これより、日程第５ 議案第１１号について採決いたします。本案については、提案

のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇長沼達彦議長 御異議なしと認めます。よって、本案は提案のとおり可決いたしまし

た。 

次に、日程第６ 議案第１２号について質疑に入ります。 

質疑はありませんか。―――質疑なしと認めます。 

 これより、日程第６ 議案第１２号について採決いたします。本案については、提案

のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇長沼達彦議長 御異議なしと認めます。よって、本案は提案のとおり可決いたしまし

た。 

次に、日程第７ 議案第１３号について質疑に入ります。 

質疑はありませんか。―――質疑なしと認めます。 

これより、日程第７ 議案第１３号について採決いたします。本案については、提案

のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇長沼達彦議長 御異議なしと認めます。よって、本案は提案のとおり可決いたしまし

た。 

次に、日程第８ 議案第１４号について質疑に入ります。 
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質疑はありませんか。―――質疑なしと認めます。 

これより、日程第８ 議案第１４号について採決いたします。本案については、提案

のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇長沼達彦議長 御異議なしと認めます。よって、本案は提案のとおり可決いたしまし

た。 

次に、日程第９ 議案第１５号について質疑に入ります。 

質疑はありませんか。―――質疑なしと認めます。 

これより、日程第９ 議案第１５号について採決いたします。本案については、提案

のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇長沼達彦議長 御異議なしと認めます。よって、本案は提案のとおり同意いたしまし

た。ここで、花形敏男さんの入場を 

 花形敏男さんから挨拶したい旨の申し出がありますので、この際、発言を許します。

花形敏男さん。 

（花形敏男さん 登壇） 

〇花形敏男さん この度、御承認をいただきました昭和町公平委員の花形敏男でござい

ます。公平委員の選任にあたりまして、事務組合議会の御同意を賜り、感謝申し上げま

す。事務組合の公平委員としまして、公平、中立な立場で職務に努めてまいります。皆

様方の御指導、御鞭撻をよろしくお願いいたします。（拍手） 

〇長沼達彦議長 以上をもちまして、本臨時会に提出されました議案の審議を全部終了

いたしましたので、会議を閉じ、令和７年７月甲府地区広域行政事務組合議会臨時会

を閉会いたします。 

午後 ２時４０分 閉 会 
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甲府地区広域行政事務組合議会 

議  長   坂 本 信 康 

議  長   長 沼 達 彦 
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